
長浜市告示第６０号 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付要綱を次のように定める。 

 

令和８年２月２７日 

 

長浜市長 浅見 宣義 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、急激な光熱水

費及び燃料費（以下「光熱水費等」という。）の高騰による影響を受ける医療機関の経

営を支援し、地域における安定的な医療提供体制の確保を図るため、予算の範囲内にお

いて長浜市医療機関物価高騰対策支援金（以下「支援金」という。）を交付することに

ついて、長浜市補助金等交付規則（平成18年長浜市規則第36号。以下「規則」という。）

に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付対象者） 

第２条 支援金の交付の対象となる者は、令和７年４月１日時点で、市内に医療法（昭和

23年法律第205号）第７条第２項各号に規定する病床を有する医療機関（健康保険法

（大正11年法律第70号）第６３条第３項第１号に規定する保険医療機関をいう。以下同

じ。）を開設している者とする。ただし、当該医療機関が、令和７年４月１日から令和

８年３月３１日までの間に廃止又は休止（予定を含み、災害その他やむを得ない理由に

よるものを除く。）する場合は、対象とならないものとする。 

（交付対象経費等） 

第３条 支援金の交付対象となる経費は医療機関の運営にかかる光熱水費等の高騰分に相

当する額とし、支援金の額は直近２期の決算書類等から算出した１床当たりの光熱水費

等の増加額に２分の１を乗じて得た額に、別表に定める病床の種別に応じた病床数の合

計数を乗じて得た額とする。 

２ 前項の１床当たりの光熱水費等の増加額に２分の１を乗じて得た額は、２３，０００

円を上限とする。 

３ 前２項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切

り捨てる。 

（交付申請等） 

第４条 支援金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに、次に掲げる書

類を市長に提出しなければならない。 

（1）長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付申請書（様式第１号） 

（2）長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付額算定調書（様式第２号） 

（3）光熱水費等が確認できる直近２期の決算書類等の写し 

（4）その他市長が必要と認める書類 



（交付決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合はその内容を審査し、支援金を交付

すべきものと認めたときは長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付決定通知書（様式第

３号）により通知するものとする。 

（交付請求） 

第６条 前条の規定による通知を受けた者が支援金の交付を受けようとするときは、長浜

市医療機関物価高騰対策支援金交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

 （手続の省略） 

第７条 規則第２０条の２の規定により、規則第１４条及び第１５条の手続を省略する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 

（告示の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の

決定を受けた支援金に係る第６条の規定による交付の請求については、なお従前の例に

よる。 

別表（第３条関係） 

病床の種別 病床数 

精神病床 令和７年４月１日時点の許可病床数 

感染症病床 令和７年４月１日時点の許可病床数 

結核病床 令和７年４月１日時点の許可病床数 

療養病床 令和６年度病床機能報告における最大使用病床数 

一般病床 令和６年度病床機能報告における最大使用病床数 

備考 病床の種別は医療法第７条第２項各号の規定によるものとし、病床機能報告は同

法第３０条の１３の規定により報告されたものをいう。 



様式第１号（第４条関係） 

 

年  月  日 

  長浜市長 あて 

 

住所(所在地) 

 

医療機関名 

 

代表者職・氏名 

 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付申請書 

 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付要綱第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

支援金交付申請額    金                円 

 

 

 

 

 

（添付書類） 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付額算定調書（様式第２号） 

光熱水費等が確認できる直近２期の決算書類等の写し 



様式第２号（第４条関係） 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付額算定調書 

医療機関名      
 

前
事
業
年
度 

前事業年度の光熱水費等 

 
  (a) (消費税を控除して記載)  

  令和５年の病床数  

精神病床     令和５年４月１日時点での許可病床数  

感染症病床     令和５年４月１日時点での許可病床数  

結核病床     令和５年４月１日時点での許可病床数  

療養病床 
   

令和５年度病床機能報告(施設票)「1 年で使用した病
床が最も多かった日の使用病床数」又は(診療所票)
「最大使用病床数」(一般病床+療養病床) 一般病床 

計   (b)   

  前事業年度の 1 床当たりの光熱水費等  

   (c=a/b) (円未満切り捨て) 

  
 

直
近
事
業
年
度 

直近事業年度の光熱水費等 

 
  (d) (消費税を控除して記載)  

  令和６年の病床数  

精神病床     令和６年４月１日時点での許可病床数  

感染症病床     令和６年４月１日時点での許可病床数  

結核病床     令和６年４月１日時点での許可病床数  

療養病床 
  (e) 

令和６年度病床機能報告(施設票)「1 年で使用した病
床が最も多かった日の使用病床数」又は(診療所票)
「最大使用病床数」(一般病床+療養病床) 一般病床 

計   (f)   

  直近事業年度の 1 床当たりの光熱水費等 

 
  (g=d/f) (円未満切り捨て)  

  
 

  １床当たりの増加額   (h=g-c) ※負数の場合は 0 とする  

  
 

算
定
病
床
数 

令和７年の病床数 

精神病床     令和７年４月１日時点での許可病床数  

感染症病床     令和７年４月１日時点での許可病床数  

結核病床     令和７年４月１日時点での許可病床数  

療養病床 
  (=e) 

令和６年度病床機能報告(施設票)「1 年で使用した病
床が最も多かった日の使用病床数」又は(診療所票)
「最大使用病床数」(一般病床+療養病床) 一般病床 

計   (i)   

  
 

  (h÷2)又は 23,000 円のいずれか少ない額  

    (j)   

  
 

   支援金の額   (k=j×i) (千円未満切り捨て)  

     



様式第３号（第５条関係） 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付決定通知書 

 

年  月  日 

 

            様 

 

長浜市長             

 

   年  月  日付けで申請のあった支援金の交付について、次のとおり決定したの

で長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付要綱第５条の規定により通知します。 

 

補助年度   年度 

補助金等の名称 長浜市医療機関物価高騰対策支援金 

交付決定番号      第       号 

交付決定金額                   円 

算定基準                   円 

 



様式第４号（第６条関係） 

年  月  日 

  長浜市長 あて 

住所(所在地) 

 

医療機関名 

 

代表者職・氏名 

 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付請求書 

 

長浜市医療機関物価高騰対策支援金交付要綱第６条の規定により、次のとおり請求します。 

交付決定年月日     年  月  日 

交付決定番号      第       号 

補助年度     年度 

補助金等の名称 長浜市医療機関物価高騰対策支援金 

交付請求金額  金                円 

振 込 先 

金融機関名 

銀行 

金庫 

組合 

農協 

         本 店 

         支 店 

         出張所 

預貯金種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

 

 


